
金
札
引
換
公
債
と
国
立
銀
行

　
－
改
正
国
立
銀
行
条
例
布
告
頃
迄
を
中
心
に
ー

千
　
　
　
田

稔
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序
　
間
題
の
所
在

　
本
稿
は
、
本
誌
を
合
む
新
旧
公
債
五
部
作
に
続
く
原
蓄
期
公
債

史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
金
札
処
分
の
為
に
交
付
さ
れ
る
金
札
引

換
公
債
と
国
立
銀
行
の
設
立
及
び
そ
の
経
営
と
の
関
連
（
但
し
、

後
述
の
如
く
、
こ
こ
で
は
金
札
引
換
公
債
に
と
ど
ま
ら
ず
他
公

債
．
国
庫
金
等
と
の
関
連
を
も
検
討
）
を
解
明
す
る
嬰
を
基
本
課

　
　
　
　
＾
1
〕

題
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
を
さ
ら
に
前
者
よ
り
み
れ
ぱ
、
国
立
銀
行
は
金
札
引
換

公
債
を
一
積
粁
に
成
立
す
る
事
か
ら
、
是
迄
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ

る
事
の
な
か
っ
た
〈
金
札
・
新
紙
幣
の
上
納
↓
金
札
引
換
公
債
の

交
付
↓
同
公
償
の
上
納
↓
銀
行
券
の
交
付
〉
と
い
う
銀
行
設
立
手

続
の
実
態
と
特
質
に
つ
い
て
瞥
見
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
公
債
が
銀
行
券
の
信
用
補
完
（
且
つ
免
換
の
究
極
的
保
証
）

を
な
す
が
、
銀
行
券
信
用
の
本
来
的
基
礎
は
準
備
金
で
あ
る
故
、

大
蔵
省
は
開
業
前
の
必
要
条
件
と
し
て
こ
れ
に
相
当
の
配
慮
を
払

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
同
時
に
考
慮
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。

　
次
に
後
者
の
銀
行
経
営
（
但
し
、
改
正
銀
行
条
例
布
告
頃
迄
）

に
関
し
て
は
、
四
国
立
銀
行
（
第
一
・
二
・
四
・
五
国
銀
）
が
銀

行
券
還
流
（
銀
行
券
が
流
通
困
難
と
な
っ
て
還
流
す
る
事
）
や
小

野
組
破
産
で
深
刻
な
危
機
に
直
面
し
て
い
た
事
、
に
も
拘
ら
ず
持

続
し
得
た
の
は
銀
行
券
抵
当
に
よ
る
政
府
か
ら
の
新
紙
幣
借
入
れ

等
の
救
済
措
置
が
と
ら
れ
た
事
に
よ
る
事
等
が
指
摘
済
み
で
あ
る
。

．5．ヨ9
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だ
が
、
①
金
庫
直
管
と
な
る
前
に
一
時
的
に
小
野
組
・
島
田
組
担

当
の
府
県
為
替
方
が
国
立
銀
行
に
配
分
さ
れ
、
取
扱
い
国
庫
金
高

が
そ
の
限
り
で
は
増
加
し
た
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
事
、
②
銀
行
券

運
用
益
は
国
家
紙
幣
運
用
益
と
な
り
つ
つ
も
金
札
引
換
公
債
利
子

が
危
機
の
深
刻
化
の
中
で
「
確
実
」
な
収
益
を
も
た
ら
し
、
且
つ

国
庫
金
低
当
公
債
利
子
・
新
旧
公
償
売
買
益
等
も
一
定
度
の
役
割

を
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
事
、
⑧
小
野
組
破
産
後
の
金
融
梗
塞
下

で
初
期
政
商
は
失
墜
し
て
、
国
家
財
政
－
公
信
用
の
果
た
す
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

が
非
常
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
事
な
ど
を
考
え
る
時
、
そ
の
拝
借

金
と
に
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
合
め
た
国
家
財
政
－
公
債
と
国
庫
金

1
と
国
立
銀
行
の
危
機
と
の
関
連
を
積
極
的
に
解
明
す
る
事
が
必

要
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
か
か
る
観
点
よ
り
資
金
構
成
．
資
金
運

用
・
収
益
構
成
の
特
質
を
解
明
す
る
事
が
必
要
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
以
上
に
よ
っ
て
、
金
札
引
換
公
償
を
含
む
国
家
財
政
史
の
観
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

よ
り
す
る
国
立
銀
行
の
設
立
と
経
営
の
特
質
が
解
明
さ
れ
よ
う
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
金
札
処
分
と
国
立
銀
行
－
金
札
引
換
公
債
と
国
立
銀

　
　
行
の
提
起
・
導
入
」
『
社
会
経
済
史
学
』
四
八
巻
一
号
も
参
照
さ
れ

　
　
た
い
。

　
（
2
）
　
拙
稿
「
国
家
財
政
と
初
期
政
商
」
『
土
地
制
度
史
学
』
八
七
号
。

　
（
3
）
　
金
融
史
よ
り
す
る
貴
重
な
各
個
別
銀
行
史
は
必
要
な
限
り
で
本

　
　
論
で
指
摘
す
る
が
、
総
じ
て
か
か
る
観
点
の
積
極
的
導
入
は
み
ら
れ

な
い
。

尚
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
財
政
史
の
研
究
で
あ
る
。

金
札
引
換
公
債
と
準
備
金
－
国
立
銀
行
の
開
業
前
後

　
〈
金
札
引
換
公
償
〉
こ
の
交
付
は
明
治
五
年
八
月
十
五
日
（
以

下
、
明
治
は
省
略
）
に
裁
可
さ
れ
、
金
札
引
換
公
債
条
例
は
六
年

一
月
二
八
日
に
裁
可
さ
れ
る
（
布
告
は
三
月
三
〇
日
）
。
該
条
例

は
公
債
交
付
の
二
年
五
月
二
八
日
布
告
へ
の
対
処
を
主
眼
と
す
る

事
か
ら
、
そ
こ
に
は
公
債
と
国
立
銀
行
と
の
関
連
の
言
及
は
な
い
。

だ
が
、
六
年
六
月
三
〇
日
付
三
条
実
美
宛
大
隈
重
信
「
金
札
引
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

公
債
証
書
利
子
渡
方
」
伺
書
（
「
世
間
普
通
之
高
利
そ
棄
　
纏
六

朱
之
利
を
資
り
公
債
証
書
引
替
を
願
出
候
者
は
昨
今
御
創
立
に
相

成
候
二
三
国
立
銀
行
之
外
は
多
く
有
之
間
敷
」
）
か
ら
も
わ
か
る

様
に
、
当
初
か
ら
公
償
需
要
は
国
立
銀
行
以
外
に
、
は
ほ
と
ん
ど
な

い
と
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
交
付
高
二
二
三
万
円
余
（
六
－
八
年

〔
『
国
債
沿
革
略
』
第
二
巻
、
八
八
貢
〕
）
の
う
ち
二
〇
七
万
円
が

国
銀
購
入
分
で
、
僅
か
ニ
ハ
万
円
余
が
国
銀
以
外
の
購
入
分
で
あ

る
。
そ
れ
も
、
吉
川
経
健
（
元
岩
国
藤
知
事
）
が
少
な
く
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

九
・
八
万
円
を
購
入
し
て
い
る
様
に
、
旧
領
主
資
金
の
運
用
先
と

し
て
確
実
安
全
な
る
公
償
を
選
択
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
公
債
上
納
と
銀
行
券
下
渡
は
、
銀
行
条
例
（
金
札
．
新
紙

045
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幣
の
「
入
金
の
割
合
及
月
賦
の
手
続
を
明
に
」
し
、
そ
の
上
納

〔
但
し
、
最
低
、
資
本
金
の
半
分
〕
で
受
取
る
公
債
を
出
納
前
に
預

託
す
る
の
は
、
開
業
免
状
交
付
の
前
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
公
債
預

託
後
に
銀
行
券
注
文
－
銀
行
券
下
付
と
な
る
）
に
よ
る
と
、
概
ね

創
立
集
会
開
催
頃
か
ら
開
業
免
状
交
付
前
後
頃
と
な
る
。
こ
の
点

を
第
一
国
銀
を
中
心
に
み
て
み
る
と
、
六
年
七
月
五
日
（
創
立
集

会
後
）
、
該
行
は
大
蔵
省
に
、
七
二
二
一
万
円
余
（
「
総
株
数
半
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

之
十
分
六
」
）
を
上
納
す
る
の
で
公
債
を
下
付
さ
れ
た
い
と
す
る
。

だ
が
、
未
だ
公
債
は
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
且
つ
開
業
免
状
も
交

付
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
七
月
、
大
蔵
省
は
正
院
に
、
第

一
国
銀
は
既
に
社
号
を
唱
え
る
特
典
を
持
ち
、
七
二
万
円
余
も
納

入
し
て
い
る
か
ら
、
同
行
に
公
償
・
免
状
を
渡
す
べ
き
だ
が
、
公

債
製
造
が
至
急
相
運
ぴ
兼
ね
る
故
に
、
と
り
敢
え
ず
免
状
の
み
下

　
　
　
　
　
？
〕

付
し
た
い
と
す
る
。
七
月
二
十
日
の
免
状
下
付
は
実
は
か
か
る
事

情
に
基
づ
い
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
公
債
は
未
だ
整
備
中
の
為
に
、
出
納
頭
の
金
札
講
取

証
の
上
納
で
銀
行
券
が
七
月
（
四
四
万
円
余
）
・
九
月
（
十
万
円

余
）
・
十
月
（
一
八
万
円
余
）
の
三
回
に
わ
け
て
交
付
さ
れ
る
。

内
訳
は
小
額
紙
幣
（
五
円
・
二
円
・
一
円
）
が
総
額
の
六
三
％
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

を
占
め
る
も
の
ど
な
っ
て
い
る
。
こ
の
条
例
（
八
条
三
節
）
違
反

措
置
は
、
周
知
の
通
り
、
紙
幣
寮
が
流
通
容
易
な
小
額
紙
幣
の
増

量
下
渡
の
第
一
国
銀
嘆
願
を
今
回
隈
り
特
典
を
以
て
容
認
し
た
事

　
　
？
〕

に
基
づ
く
。
尚
、
第
一
国
銀
が
最
初
の
銀
行
券
下
付
を
う
け
る
と
、

八
月
三
〇
日
、
太
政
官
三
〇
四
号
布
告
で
、
銀
行
券
を
「
総
而
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
乙

金
同
様
通
用
せ
し
め
」
る
旨
が
公
示
さ
れ
る
。
公
債
－
国
家
が
銀

行
券
信
用
を
補
完
（
且
つ
、
公
償
が
抵
当
と
な
ウ
て
、
銀
行
券
免

換
を
究
極
的
に
保
証
）
し
て
い
る
旨
を
公
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
後
、
資
本
金
が
払
込
済
と
な
る
十
一
月
か
ら
、
再
ぴ
出
納
寮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

に
納
金
（
十
一
月
に
二
五
万
円
、
十
二
月
に
二
〇
万
円
）
し
て
、

残
余
銀
行
券
七
三
万
円
余
の
注
文
が
紙
幣
寮
に
な
さ
れ
て
ゆ
く
が
、

残
り
二
八
万
円
余
の
納
金
は
遅
れ
る
。
そ
こ
で
、
七
年
一
月
十
日
、

紙
幣
頭
は
同
行
に
、
各
行
は
「
其
銀
行
之
挙
動
を
以
模
範
」
と
し

て
い
る
故
に
、
未
納
金
あ
る
は
不
都
合
だ
と
し
て
、
残
金
の
国
債

寮
（
六
年
七
月
設
置
）
へ
の
納
付
と
そ
の
請
取
証
の
紙
幣
寮
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

納
付
・
銀
行
券
注
文
を
指
令
す
る
。
未
だ
に
〈
公
債
納
付
↓
銀
行

券
下
渡
〉
と
は
な
っ
て
い
な
い
所
が
留
意
さ
れ
る
。
既
に
六
年
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
〕

二
月
頃
に
は
記
名
公
償
一
四
九
万
余
円
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
は
も
は
や
公
償
未
整
備
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
n
〕

れ
は
七
年
一
月
ニ
ニ
日
付
川
村
選
紙
幣
大
属
伺
書
（
条
例
通
り
に

「
公
債
証
書
相
納
候
末
紙
幣
製
造
取
扱
」
っ
て
い
て
は
「
当
初
代

541
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価
上
納
之
日
よ
り
紙
幣
下
附
迄
之
所
余
糧
日
数
相
掛
り
実
際
営
業

差
間
L
る
故
に
、
紙
幣
寮
は
「
公
償
証
書
代
価
銀
行
よ
り
上
納
次

第
紙
幣
頭
受
取
証
下
け
渡
し
直
に
証
書
紙
幣
共
製
造
取
扱
」
っ
て

き
た
事
）
に
よ
る
。
上
記
指
令
で
国
債
寮
講
取
証
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
「
客
膿
－
公
償
証
書
事
務
国
債
寮
へ
引
渡
相
成
」
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
該
伺
書
で
は
同
趣
旨
か
ら
銀
行
券
・
公
債
「
交
付
順

序
」
が
精
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
裁
可
さ
れ
た
様
で
、

こ
の
順
序
（
上
記
指
令
は
該
順
序
の
第
一
、
二
項
に
あ
た
る
）
通

り
、
七
年
二
月
二
日
、
第
一
国
銀
は
紙
幣
頭
に
、
残
金
二
八
万
円

余
の
国
債
寮
講
取
証
を
提
出
し
て
、
代
価
分
の
銀
行
券
下
付
を
請

　
　
　
ε
）

求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
七
年
八
月
十
九
日
に
な
っ
て
か
ら
、
銀

行
券
低
当
と
し
て
公
償
一
五
〇
万
円
が
同
行
よ
り
出
納
頭
・
紙
幣

　
　
　
　
　
＾
望

頭
に
納
付
さ
れ
る
。
か
か
る
〈
公
債
納
付
↓
銀
行
券
下
渡
〉
と
い

う
順
序
の
転
倒
は
、
公
償
が
銀
行
券
低
当
で
あ
る
と
い
う
国
立
銀

行
制
度
の
一
根
幹
に
根
本
的
修
正
を
施
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て

（
但
し
、
銀
行
側
に
と
っ
て
は
、
代
価
上
納
時
に
公
債
が
直
ち
に

支
給
さ
れ
ぬ
事
は
一
定
度
の
不
安
を
生
む
も
の
と
な
っ
た
ろ
う

が
）
、
草
創
期
の
銀
行
に
配
慮
さ
れ
た
保
護
措
置
で
あ
っ
た
。

　
他
行
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
事
・
各
行
に
特
有
な
事
を
確
認
し

て
お
け
ば
、
①
第
二
国
銀
は
既
述
の
理
由
で
銀
行
券
還
流
下
に
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

業
し
た
為
、
銀
行
券
注
文
に
消
極
的
で
、
受
取
っ
た
銀
行
券
も

　
　
　
　
　
　
＾
些

「
憧
数
も
発
行
不
致
」
る
状
況
で
あ
り
、
且
つ
七
年
九
月
の
大
蔵
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

宛
公
償
納
付
も
「
仮
に
受
取
」
る
と
さ
れ
た
事
、
②
第
四
国
銀
は

第
一
回
入
金
時
（
六
年
十
二
月
十
四
日
）
に
「
追
て
同
高
之
記
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

証
書
御
下
け
渡
本
式
之
手
続
に
帰
」
さ
れ
た
い
と
、
前
記
「
順

序
」
に
多
少
の
懸
念
を
示
し
て
い
る
事
、
③
銀
行
券
発
行
高
に
占

め
る
注
文
小
額
紙
幣
の
割
合
は
八
三
％
（
六
年
二
月
時
の
第
二
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
〕

銀
）
・
六
七
％
余
（
六
年
八
月
時
の
第
四
国
銀
）
で
あ
る
事
、
④

銀
行
券
信
用
の
国
家
・
公
債
に
よ
る
補
完
を
公
示
す
る
太
政
官
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

告
は
七
年
七
月
二
九
日
（
第
二
国
銀
）
・
七
年
一
月
二
〇
日
（
第

　
＾
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
〕

四
国
銀
）
・
六
年
十
一
月
十
四
日
（
第
五
国
銀
）
に
各
々
出
る
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

⑤
公
償
の
大
蔵
省
預
託
は
、
第
四
国
銀
が
七
年
八
月
・
第
五
国
銀

　
　
　
＾
”
）

が
七
年
七
月
に
行
な
っ
て
い
る
か
ら
、
全
行
は
銀
行
券
受
取
後
の

七
年
七
－
九
月
に
公
償
を
上
納
し
て
い
る
専
、
と
な
る
。

　
〈
準
備
金
〉
六
年
十
月
三
日
、
第
一
国
銀
は
芳
川
顕
正
紙
幣
頭

に
東
京
・
大
阪
へ
の
銀
行
券
引
換
尊
務
の
別
店
設
置
伺
い
を
な
し

粛
〕て

、
条
例
遵
守
す
る
傍
、
開
業
当
初
の
銀
行
券
流
通
が
円
滑
で
あ

っ
た
事
、
六
年
十
一
月
初
旬
の
小
林
紙
幣
権
助
ら
の
準
備
金
充
足

　
　
　
　
　
　
　
＾
％
〕

状
況
を
含
む
検
査
合
格
な
ど
も
あ
り
、
十
一
月
十
七
日
、
該
行
は

準
備
金
を
本
位
貨
幣
か
ら
地
金
銀
に
代
え
た
い
旨
を
再
願
す
る
。
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即
ち
、
該
行
は
前
記
別
店
設
置
伺
い
と
同
じ
十
月
三
日
に
、
高
準

備
率
（
発
行
高
の
三
分
二
）
は
「
許
多
の
交
換
」
を
予
定
し
た
も

の
だ
が
、
交
換
僅
少
で
無
益
な
貨
幣
稜
立
が
損
失
と
な
り
か
ね
ぬ

事
か
ら
、
非
常
時
に
は
地
金
銀
を
適
宜
稜
立
て
た
い
と
し
て
い
た
。

こ
の
再
願
薔
で
は
、
具
体
的
に
「
換
用
」
高
二
〇
万
円
（
規
定
高

の
三
分
の
一
）
を
提
示
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
芳
川
紙
幣
頭

は
該
行
に
、
十
二
月
二
日
付
小
林
意
見
（
半
季
考
課
状
提
出
後
に

「
利
害
得
失
判
然
」
し
て
か
ら
同
行
要
講
を
聞
屈
け
る
）
に
基
づ

　
　
　
　
　
＾
％
）

き
、
却
下
す
る
。
そ
こ
で
、
最
初
の
半
季
考
課
状
の
提
出
後
の
七

年
一
月
二
八
日
、
第
一
国
銀
は
得
能
新
紙
幣
頭
に
さ
ら
に
嘆
願
を

繰
り
起
す
。
考
課
状
検
討
後
の
二
月
十
日
、
青
江
紙
幣
助
は
上
局

に
、
「
銀
行
将
来
之
栄
枯
盛
衰
」
に
関
る
準
備
金
規
定
の
一
部
修

正
が
多
少
の
損
失
を
生
み
か
ね
ぬ
事
、
草
創
期
に
「
根
定
た
る
準

備
金
動
候
て
は
一
般
之
民
心
に
も
相
響
」
く
事
を
指
摘
し
つ
つ
も
、

銀
行
の
「
目
前
之
損
分
も
難
黙
止
」
と
し
て
準
備
金
の
四
分
一
の

み
容
認
す
べ
し
と
す
る
（
但
し
、
他
行
に
は
適
用
せ
ず
）
。
こ
の

様
に
大
蔵
省
は
準
備
金
の
「
根
定
」
性
と
銀
行
収
益
減
殺
と
の
調

整
を
は
か
っ
た
が
、
太
政
官
は
専
ら
前
者
の
原
則
論
を
強
調
す
る
。

即
ち
、
七
年
二
月
付
三
条
宛
大
隈
伺
書
（
上
記
青
江
伺
書
と
同
趣

旨
）
に
対
し
て
、
左
院
財
務
課
は
、
眼
前
の
小
利
で
「
根
軸
た
る

準
備
金
を
動
か
L
す
と
、
「
衆
庶
疑
念
を
生
し
」
、
且
つ
他
行
へ
も

「
差
響
き
殊
に
創
業
以
降
経
過
の
日
数
も
浅
く
内
外
の
民
望
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

失
」
う
の
で
、
却
下
す
ぺ
し
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
三
月
二
日
に

却
下
さ
れ
る
。

　
他
行
の
準
備
金
の
大
蔵
省
規
制
に
つ
い
て
は
、
七
年
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

付
上
局
宛
本
原
静
一
紙
幣
中
属
伺
書
よ
り
、
第
四
・
五
国
銀
に
も

準
備
金
重
視
の
立
場
か
ら
開
業
前
検
査
が
実
施
さ
れ
た
事
が
看
取

さ
れ
る
事
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
1
）
　
『
公
文
録
』
大
蔵
省
二
（
六
年
七
月
）
、
二
九
号
文
番
。

（
2
）
　
『
犬
蔵
省
考
課
状
』
二
、
紙
幣
寮
（
六
年
七
－
九
月
）
、
十
一
号

　
文
書
、
『
同
上
書
』
三
、
紙
幣
寮
（
六
年
十
－
十
二
月
）
、
三
二
号
文

　
薔
。

（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
8
）
（
u
）
（
1
2
）
（
1
3
）
（
1
4
）
（
∬
）
（
1
6
）

　
（
〃
）
（
1
8
）
（
1
9
）
（
2
2
）
（
2
3
）
（
”
）
（
2
6
）
（
2
8
）
『
圓
本
金
融
史

　
資
料
』
第
三
巻
、
四
七
員
、
五
〇
頁
、
七
一
－
四
員
、
四
八
頁
、
八

　
七
頁
．
九
二
貫
・
九
五
頁
、
四
五
四
員
、
一
九
六
頁
、
二
二
二
頁
、

　
二
九
三
－
五
頁
、
三
三
四
頁
、
三
三
四
頁
、
　
一
一
九
－
二
一
〇
頁
、

　
三
四
九
頁
、
三
二
三
員
、
三
七
七
－
八
員
、
三
七
六
－
七
員
、
八
一

　
－
五
頁
、
八
九
－
九
〇
貢
、
二
五
六
頁
。

（
7
）
　
『
公
文
録
』
大
蔵
省
伺
二
（
六
年
十
月
）
、
二
四
号
文
書
。

（
9
）
　
『
日
本
金
融
史
費
料
』
第
三
巻
、
一
七
五
頁
、
『
大
蔵
省
考
課
状
』

　
壱
、
紙
幣
寮
（
七
年
一
－
三
月
）
、
八
二
号
文
蓄
。
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（
1
0
）
　
『
大
蔵
省
考
課
状
』
三
、
紙
幣
寮
（
六
年
十
－
十
二
月
）
、
五
三

　
号
文
書
。

（
2
0
）
　
『
公
文
録
』
大
蔵
省
伺
二
（
七
年
二
月
）
、
三
七
号
文
書
。

（
2
1
）
　
『
公
文
録
』
犬
蔵
省
伺
四
（
六
年
十
一
月
）
、
五
号
文
書
。

（
2
4
）
　
『
公
文
録
』
大
蔵
省
伺
三
（
六
年
十
月
）
、
二
四
号
文
薔
。

（
2
ア
）
　
『
日
本
金
融
史
資
料
』
第
三
巻
、
一
九
七
－
八
頁
、
『
公
文
録
』

　
大
蔵
省
伺
一
（
七
年
三
月
）
、
　
一
号
文
書
。

　
　
　
一
一
銀
行
券
遼
流
・
小
野
組
破
産
と
国
庫
金

　
　
　
　
＾
1
）

　
銀
行
券
遼
流
は
七
年
六
月
以
降
各
行
を
お
そ
い
、
交
換
に
よ
る

打
歩
分
の
損
失
の
み
な
ら
ず
、
銀
行
券
貯
蔵
に
よ
る
運
用
資
金

減
殺
と
い
う
「
不
容
易
損
失
」
（
七
年
八
月
二
三
日
付
第
一
国
銀

＾
2
〕

書
）
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
国
銀
が
八
月
三
一
日

に
銀
行
券
低
当
（
前
記
八
月
二
三
日
付
願
書
で
は
公
償
低
当
）
で

新
紙
幣
四
十
万
円
借
入
れ
を
再
願
し
て
、
九
月
四
日
に
聞
届
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

れ
る
（
九
月
二
二
日
付
得
能
宛
第
一
国
銀
書
簡
）
。
抵
当
品
目
が

公
償
か
ら
銀
行
券
と
な
っ
た
が
、
公
償
利
子
（
借
入
利
子
と
同

率
）
で
国
家
紙
幣
を
借
入
れ
た
と
圭
言
え
る
事
が
留
意
さ
れ
る
。

第
四
国
銀
は
非
常
時
に
は
新
紙
幣
免
換
を
容
認
さ
れ
た
い
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

が
（
九
月
二
九
日
付
願
書
）
、
結
局
、
第
一
国
銀
同
様
に
国
債
寮

準
備
金
か
ら
銀
行
券
低
当
で
新
紙
幣
三
万
円
（
年
利
六
％
）
を
借

　
　
　
　
　
＾
5
）

入
れ
る
事
に
な
る
。
所
が
、
こ
う
し
て
両
行
が
資
金
枯
渇
に
あ
る

程
度
対
処
し
え
た
所
に
、
小
野
組
破
産
（
七
年
十
一
月
二
十
日
）

に
よ
る
金
融
梗
塞
の
深
刻
化
・
初
期
政
商
ら
の
信
用
失
墜
に
直
面

＾
6
〕

す
る
。

　
小
野
組
閉
店
で
「
人
心
淘
々
の
評
も
不
少
」
る
第
一
国
銀
に
は
、

渡
辺
弘
紙
幣
権
頭
等
が
出
向
調
査
し
て
、
銀
行
条
例
十
一
条
に
基

づ
き
無
低
当
流
用
分
（
小
野
善
助
が
約
七
十
万
円
、
古
河
市
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ア
〕

が
約
十
万
円
）
の
株
券
を
差
し
押
え
た
の
で
、
損
失
は
滞
貸
一
．

九
万
円
余
に
と
ど
ま
る
（
『
第
一
銀
行
史
』
上
巻
、
一
九
四
貫
）
。

所
が
、
初
期
政
商
の
信
用
失
墜
に
よ
る
銀
行
の
信
用
減
退
で
、
預

金
引
出
・
紙
幣
免
換
が
促
進
さ
れ
る
。
八
年
三
月
二
九
日
付
五
代

　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

友
厚
宛
渋
沢
栄
一
書
簡
に
、
預
金
引
出
し
で
「
困
難
に
立
至
」
る

が
、
「
頻
に
心
配
い
た
し
、
漸
く
取
続
申
候
」
と
あ
る
。
こ
の
「
心

配
」
の
一
つ
と
は
七
年
十
二
月
三
一
日
付
得
能
良
介
宛
渋
沢
栄
一

　
　
　
　
（
9
〕

銀
行
改
革
案
で
あ
る
。
こ
の
内
容
（
第
一
国
銀
自
体
の
改
革
〔
①

減
資
実
施
②
三
井
へ
の
特
例
廃
止
③
貸
付
の
確
実
化
④
銀
行
役
員

の
精
選
〕
と
銀
行
規
則
の
改
善
〔
①
官
金
預
り
規
則
改
正
②
準
備

金
の
緩
和
〕
）
は
周
知
と
言
っ
て
よ
い
が
、
減
資
実
施
が
銀
行
券

遼
流
下
で
は
銀
行
券
返
納
・
預
託
公
償
引
上
げ
（
且
つ
対
資
本
利

益
率
も
増
加
）
と
な
っ
て
好
都
合
な
事
（
大
蔵
省
は
第
四
．
五
．
国

幽



（113）金札引換公償と国立銀行

銀
の
創
設
時
に
も
小
銀
行
化
や
滅
資
を
促
進
し
て
い
た
）
、
高
準

備
率
は
利
益
抽
出
を
困
難
に
す
る
故
に
「
発
行
高
の
半
減
」
と
す

る
事
（
但
し
、
現
状
で
は
こ
れ
で
も
紙
幣
発
行
は
不
能
）
等
が
留

意
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
改
革
に
は
旧
弊
洗
除
で
「
信
を
世
上
に

博
す
る
に
至
」
（
『
銀
行
課
第
一
次
報
告
』
、
二
五
－
六
頁
）
っ
た

側
面
の
あ
っ
た
事
も
否
定
で
き
な
い
。
然
し
、
九
年
三
月
五
日
付

　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

得
能
宛
渋
沢
書
簡
（
抵
当
増
額
令
以
後
、
①
「
検
束
方
法
の
緩
」
と

②
渋
沢
の
厚
き
「
愛
謹
」
で
「
銀
行
と
三
井
と
は
柳
共
堵
に
安
ん

す
る
を
得
た
り
」
）
に
よ
る
と
、
増
低
当
提
出
面
で
の
特
典
（
①
）

と
国
庫
金
取
扱
い
・
銀
行
券
遼
流
の
救
済
（
②
）
が
あ
っ
て
初
め

て
第
一
国
銀
の
持
続
が
可
能
だ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

　
後
二
者
に
つ
い
て
国
庫
金
取
扱
い
よ
り
み
る
と
、
根
低
当
が
低

当
増
額
令
後
に
七
五
万
円
（
六
年
七
月
三
一
日
付
馬
渡
出
納
頭
宛

第
一
国
銀
書
簡
〔
故
に
国
庫
金
取
扱
い
高
は
平
均
一
五
〇
万
円
と

＾
1
1
〕

な
る
〕
）
か
ら
百
万
円
（
実
額
）
と
な
る
か
ら
、
こ
の
限
り
で
は
取

扱
い
高
は
滅
少
し
て
い
る
。
然
し
、
後
掲
第
2
表
か
ら
も
わ
か
る

如
く
、
八
年
（
特
に
上
季
）
取
扱
い
高
は
七
年
下
季
よ
り
増
加
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
七
年
十
二
月
二
二
日
付
大
蔵
省
達
（
府
県
が

小
野
組
閉
店
で
「
宮
商
豪
農
等
へ
一
時
預
け
金
致
」
す
時
は
身
元

憧
成
る
事
と
預
金
相
当
の
低
当
に
留
意
す
る
事
、
そ
う
で
な
い
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

合
は
金
庫
設
置
し
て
現
金
逓
送
規
則
を
心
得
る
事
）
の
方
針
下
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

小
野
組
担
当
府
県
方
が
三
井
組
と
第
一
国
銀
等
に
配
分
さ
れ
る
事

に
基
づ
く
。
即
ち
、
第
一
国
銀
は
、
七
年
十
二
月
二
八
日
付
府
県

宛
大
蔵
省
達
（
①
各
省
の
府
県
宛
渡
金
は
当
分
第
一
国
銀
で
「
為

替
可
相
整
」
き
事
、
②
為
替
の
困
難
な
府
県
は
現
金
郵
送
仮
規
則

　
　
＾
咀
）

に
よ
る
事
）
な
ど
で
、
二
三
県
（
元
小
野
分
十
七
県
・
元
島
田
分

六
県
）
の
出
納
取
扱
い
に
従
事
す
る
（
八
年
一
月
十
一
日
付
半
季

　
＾
帖
）

考
課
状
）
。
八
年
一
月
三
一
日
に
は
、
二
月
一
日
の
府
県
出
張
所

廃
止
に
伴
う
租
税
金
上
納
順
序
（
府
県
の
都
合
で
、
第
一
国
銀
経

由
の
為
替
納
付
か
、
現
金
逓
送
〔
こ
の
場
合
で
も
、
東
京
到
潜
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

は
第
一
国
銀
へ
預
け
る
〕
を
選
択
せ
よ
と
し
た
上
で
）
を
定
め
て

い
る
か
ら
、
さ
ら
に
こ
の
面
で
の
取
扱
い
府
県
は
増
加
す
る
。
外

に
該
行
は
内
務
省
（
七
年
十
二
月
十
五
日
開
始
）
・
司
法
省
（
七
年

二
月
二
八
日
開
始
）
・
駅
逓
寮
（
七
年
四
月
十
三
日
指
令
）
の
国

庫
金
取
扱
い
に
も
既
に
従
事
し
て
い
た
（
七
年
七
月
付
第
二
回
考

課
状
〔
三
井
文
庫
、
六
三
五
－
二
〇
〕
）
。

　
他
行
の
府
県
方
進
出
状
況
を
み
る
と
、
第
二
国
銀
は
熊
谷
県

（
元
小
野
組
担
当
）
、
第
四
国
銀
は
新
潟
県
（
但
し
、
こ
れ
は
三
井

組
担
当
）
を
受
持
つ
。
第
二
国
銀
の
七
年
十
二
月
付
熊
谷
県
為
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
g

方
拝
命
願
書
に
対
す
る
得
能
意
見
書
で
は
、
国
立
銀
行
は
「
自
他
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之
商
会
へ
比
較
候
時
は
唯
々
確
実
を
以
て
専
一
と
い
た
し
、
営
業

手
狭
に
し
て
利
益
之
生
ず
る
遭
甚
だ
稀
少
L
（
安
金
性
優
先
）
の

為
に
小
野
組
国
庫
金
流
用
の
如
き
事
態
も
生
じ
る
の
だ
と
し
た
上

で
、
銀
行
は
大
蔵
省
為
替
方
と
な
っ
て
「
公
私
の
便
益
を
譲
り
候

専
務
の
職
業
」
だ
と
す
る
所
が
留
意
さ
れ
る
。
同
県
為
替
方
の
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

田
組
移
管
の
判
明
後
の
第
二
国
銀
再
願
書
で
は
、
高
崎
支
店
の
製

糸
金
融
上
で
の
必
要
性
を
強
調
し
た
上
で
、
紙
幣
寮
威
光
で
為
替

方
を
当
行
に
命
じ
ら
れ
た
い
と
す
る
。
そ
こ
で
、
十
二
月
十
七
日
、

得
能
は
再
ぴ
安
全
性
優
先
方
針
で
銀
行
利
益
僅
少
な
の
だ
か
ら
政

府
保
謹
が
必
要
だ
と
し
て
、
府
県
方
は
銀
行
利
益
の
二
端
L
と

　
　
　
　
　
　
＾
1
9
〕

す
る
べ
き
だ
と
す
る
。
第
二
国
銀
の
熊
谷
県
為
替
方
就
任
（
十
二

月
二
九
日
）
は
か
か
る
大
蔵
省
保
謹
と
し
て
実
現
し
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
第
四
国
銀
の
新
潟
県
為
替
方
就
任
は
、
前
記
七
年
十
二

月
十
七
日
付
得
能
伺
書
の
下
け
紙
に
「
新
潟
県
よ
り
も
第
四
銀
行

へ
為
替
取
扱
度
」
き
申
出
が
あ
っ
た
と
あ
る
様
に
、
同
県
の
該
行

保
謹
方
針
に
基
づ
く
。
尚
、
第
五
国
銀
は
後
述
の
如
く
既
に
鹿
児

島
県
為
替
方
を
勤
め
て
い
た
。

　
次
に
、
銀
行
券
還
流
へ
の
救
済
措
置
は
周
知
な
の
で
本
稿
に
必

要
な
隈
り
で
要
点
の
み
を
記
す
。
銀
行
券
の
通
貨
（
正
貨
十
銅
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

十
新
紙
幣
）
免
換
を
主
唱
す
る
八
年
三
月
八
日
付
四
行
嘆
願
書
で

は
、
国
立
銀
行
が
金
札
処
分
・
新
紙
幣
流
通
に
無
カ
化
し
て
い
る

旨
が
述
べ
ら
れ
る
。
特
に
金
札
処
分
面
で
は
、
七
年
二
月
二
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
）

第
一
国
銀
納
入
金
（
二
二
八
万
円
余
）
全
て
が
新
紙
幣
、
六
年
十

二
月
十
四
日
の
第
四
国
銀
納
入
金
（
六
万
円
）
の
大
半
が
金
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

（
二
・
四
万
円
）
・
新
紙
幣
（
二
・
九
万
円
余
）
、
六
年
十
二
月
十
三

日
の
第
五
国
銀
納
入
金
（
三
万
円
）
の
過
半
が
新
紙
幣
（
一
・
九

　
憂
）

万
円
余
）
と
い
う
如
く
、
二
〇
七
万
円
金
て
が
太
政
官
・
民
部
省

金
札
で
は
な
か
っ
た
事
が
注
意
さ
れ
る
（
但
し
、
銀
行
条
例
で
も

金
札
に
新
紙
幣
を
含
め
て
い
た
が
）
。
該
嘆
願
に
対
し
て
、
得
能

は
通
常
銀
行
を
構
想
す
る
一
方
、
八
年
五
月
、
国
立
銀
行
の
「
趣

意
」
（
即
ち
、
金
札
処
分
）
に
反
す
る
が
、
銀
行
保
謹
が
必
要
だ

と
し
て
、
「
員
額
を
定
め
銀
行
紙
幣
引
揚
、
紙
幣
繋
よ
り
通
貨
下

与
」
（
『
大
隈
文
書
』
A
3
4
0
6
）
し
た
い
と
す
る
。
結
局
、
八

年
十
二
月
十
七
日
、
四
行
に
公
償
利
子
負
担
（
こ
こ
で
初
め
て
こ

れ
が
明
示
）
と
銀
行
券
低
当
で
新
紙
幣
七
五
万
円
を
国
償
寮
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
＾
必
〕

貸
付
け
る
事
に
な
る
。

　
以
上
の
二
措
置
で
第
一
国
銀
ら
は
八
年
状
況
に
資
金
面
で
は
対

処
し
得
て
ゆ
く
。
筆
者
は
小
野
組
破
産
後
の
金
融
梗
塞
打
開
の
担

い
手
は
銀
行
で
は
な
く
て
国
家
（
公
償
と
国
庫
金
）
だ
と
し
た
事

　
　
　
＾
筆

が
あ
る
が
、
本
稿
に
必
要
な
隈
り
で
国
庫
金
に
就
い
て
み
て
お
こ
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う
。
即
ち
、
八
年
に
は
、
金
融
梗
塞
打
破
の
担
い
手
は
社
会
的
信

認
の
脆
弱
な
銀
行
で
は
な
く
て
「
国
家
理
財
」
で
あ
り
、
政
府
公

金
の
内
を
以
て
民
業
資
本
に
貸
与
す
L
べ
し
（
「
物
産
製
造
資
金
貸

附
所
設
置
の
議
〔
『
大
隈
文
書
』
第
四
巻
、
一
八
一
頁
〕
）
、
或
は

金
融
極
塞
打
破
の
為
に
国
税
六
千
万
円
の
半
分
を
低
当
と
し
た
預

り
手
形
を
発
行
す
べ
し
（
大
隈
重
信
「
週
財
局
を
設
け
る
の
建
議
」

〔
『
大
隈
文
書
』
第
三
巻
、
一
五
八
頁
〕
）
、
と
い
っ
た
意
見
が
提
唱

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
国
立
銀
行
で
は
な
く
、
貸
付
所
・
通
財
局

を
通
し
て
国
庫
金
を
貸
付
け
る
と
し
て
い
る
所
が
注
意
さ
れ
る
。

　
と
い
う
の
は
、
該
方
針
に
も
一
定
度
関
連
し
て
、
終
に
納
金
局

（
八
年
十
二
月
二
日
）
・
実
金
局
（
九
年
二
月
）
設
置
で
国
庫
金
が

大
蔵
省
直
管
と
な
り
、
銀
行
券
還
流
の
深
刻
化
に
も
拘
ら
ず
第
一

国
銀
の
取
扱
い
国
庫
金
が
引
上
げ
ら
れ
る
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
九
年
三
月
五
日
、
渋
沢
頭
取
は
得
能
に
、
①
運

用
金
額
の
急
激
な
減
少
は
融
通
・
営
業
上
の
支
陣
と
な
る
事
、
②

本
邦
通
貨
高
（
一
億
三
千
万
円
）
の
四
六
％
余
を
占
め
る
国
庫
金

六
千
万
円
が
半
年
間
退
蔵
さ
れ
て
金
融
塞
塞
を
助
長
す
る
事
（
即

ち
、
渋
沢
は
国
庫
金
を
前
記
貸
付
所
を
通
し
て
運
用
す
る
も
の
と

は
考
え
て
い
な
い
）
な
ど
か
ら
、
国
庫
金
取
扱
い
慣
行
の
急
激
な

改
正
に
反
対
し
て
、
国
庫
金
返
納
に
付
き
「
行
務
改
正
見
込
書
井

損
分
予
算
書
L
（
①
出
納
寮
預
金
の
返
納
②
内
務
・
大
蔵
各
寮
預

金
の
返
納
⑧
急
迫
時
の
国
庫
金
二
五
万
円
の
本
店
・
大
阪
支
店
向

け
融
資
④
必
要
時
の
内
務
・
大
蔵
両
省
預
金
は
当
座
預
金
と
す
る

事
⑤
内
務
省
各
県
へ
の
為
替
等
の
継
続
⑥
「
損
札
官
省
札
及
旧
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）

銀
交
換
」
御
用
等
の
継
続
）
を
提
出
す
る
。
①
②
を
の
む
代
り
に

⑧
⑥
⑥
を
要
求
し
た
訳
だ
が
、
②
で
は
さ
ら
に
四
五
万
円
の
銀
行

券
抵
当
借
入
れ
（
こ
れ
と
八
年
十
二
月
借
入
れ
の
四
五
万
円
を
合

せ
て
銀
行
券
抵
当
借
入
れ
は
九
〇
万
円
と
な
る
）
と
七
五
万
円
の

拝
借
（
年
利
六
％
で
三
年
据
置
十
年
賦
）
を
請
願
し
て
い
た
事
が

留
意
さ
れ
る
。
仮
に
全
て
容
認
さ
れ
れ
ぱ
、
最
低
限
国
庫
金
高
は

二
一
五
万
円
（
②
十
③
）
と
い
う
高
額
と
な
る
。
か
か
る
「
尚
追
々

御
貸
下
の
義
願
出
」
る
状
況
に
直
面
し
て
、
三
月
十
日
、
得
能
は
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

に
銀
行
券
の
金
銀
貨
・
新
紙
幣
引
換
の
決
裁
を
要
講
す
る
に
至
る
。

だ
が
、
こ
れ
が
却
下
さ
れ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
代
わ
っ

て
第
一
国
銀
に
七
五
万
円
融
資
が
容
認
さ
れ
（
九
年
四
月
二
二
日
。

尚
、
そ
れ
以
外
の
条
件
は
六
月
六
日
に
「
詮
議
之
上
更
㌧
可
相
達
」

　
　
＾
㎎
〕

と
さ
れ
る
）
、
残
余
銀
行
券
低
当
で
の
新
紙
幣
借
入
れ
は
他
行
に

も
容
認
さ
れ
た
（
九
年
六
月
三
十
日
の
銀
行
券
低
当
貸
付
高
は
一

三
四
万
円
〔
『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻
、
一
一
一
頁
〕
）
。
こ
の
結

果
、
金
札
引
換
公
債
（
一
四
二
万
円
）
利
子
は
新
紙
幣
借
入
れ
費
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と
な
り
、
「
政
府
は
恰
も
先
に
銀
行
に
売
渡
し
た
る
金
札
引
換
公

債
を
再
び
買
戻
し
た
る
有
様
」
（
『
貨
政
老
要
』
〔
『
明
治
前
期
財
政

経
済
史
料
集
成
』
第
十
三
巻
、
四
四
三
負
〕
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
－
か
か
る
新
た
な
国
庫
金
取
扱
い
上
で
の
保
護
の
も
と
、
九
年
六

月
三
十
日
に
第
一
国
銀
は
大
蔵
省
並
各
寮
預
金
を
完
納
す
る
（
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

年
七
月
十
六
日
付
半
季
老
課
状
）
。
以
後
も
、
旧
金
銀
貨
幣
交
換

元
金
の
半
額
（
三
万
円
）
返
納
（
九
年
七
月
四
日
）
、
大
阪
造
幣

寮
預
金
返
納
（
九
年
九
月
四
日
）
な
ど
が
行
わ
れ
る
が
、
出
納
寮

の
為
替
金
取
扱
方
継
続
・
内
務
省
御
用
指
令
（
九
年
八
月
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

日
）
も
あ
り
（
十
年
一
月
七
日
付
半
季
老
課
状
）
、
預
金
の
比
重

は
低
下
し
つ
つ
も
、
借
入
金
・
新
紙
幣
等
を
合
む
国
庫
金
が
第
一

国
銀
の
重
要
た
資
金
源
と
な
っ
て
い
た
。

（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
ア
）
（
∬
）
（
ー
ア
）
（
1
8
）
（
1
9
）
（
2
1
）

　
（
2
2
）
（
2
3
）
（
2
8
）
（
2
9
）
（
3
0
）
、
『
圓
本
金
融
史
資
料
』
第
三
巻
、

　
二
二
三
－
四
頁
・
三
八
二
員
等
、
二
二
三
－
四
頁
、
三
八
二
頁
、
二

　
二
五
頁
、
三
八
三
頁
、
二
三
三
頁
・
二
三
六
頁
、
五
八
貫
、
三
四
四

　
－
五
貢
、
三
四
七
頁
、
三
四
六
員
、
九
六
頁
、
」
一
九
－
二
一
〇
頁
、

　
一
六
六
頁
、
八
一
員
、
八
一
頁
、
九
四
貢
。

（
6
）
（
∬
）
（
％
）
　
前
掲
拙
稿
「
国
家
財
政
と
初
期
政
商
」
。

（
8
）
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』
第
一
巻
、
二
五
四
員
。

（
9
）
　
『
第
一
銀
行
史
』
上
巻
、
　
一
九
五
－
九
員
。

（
1
0
）
　
『
公
文
録
』
大
蔵
省
（
九
年
四
月
）
、
十
三
号
文
書
。

（
u
）
　
『
日
本
金
融
史
資
料
』
第
三
巻
。

（
1
2
）
　
『
太
政
類
典
』
第
二
編
第
二
八
六
巻
、
十
一
号
文
書
。

（
μ
）
　
『
太
政
類
典
』
第
二
編
第
二
八
七
巻
、
七
十
号
文
書
。

（
1
6
）
　
『
太
政
類
典
』
第
二
編
第
二
七
一
巻
、
二
四
号
文
警
。

（
2
0
）
（
叫
）
（
2
7
）
　
『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻
、
一
〇
四
－
七
頁
、

　
〇
九
頁
、
一
一
0
1
一
員
。

（
2
6
）
　
『
公
文
録
』
犬
蔵
省
（
九
年
四
月
）
、
十
三
号
文
薔
。

三
　
国
立
銀
行
の
資
金
構
成
・
資
金
運
用

　
〈
資
金
構
成
V
こ
こ
で
は
、
今
み
た
様
な
救
済
・
保
護
措
置
と

な
る
国
庫
金
が
、
そ
れ
以
前
を
舎
め
て
資
金
の
中
で
ど
の
程
度
の

比
重
を
占
め
て
い
た
か
を
主
と
し
て
み
る
。
ま
ず
、
第
－
表
で
全

四
行
資
金
を
概
観
し
て
お
く
と
、
①
政
府
勘
定
が
民
間
．
株
主
両

勘
定
よ
り
多
く
、
減
少
傾
向
に
あ
り
つ
つ
も
第
一
国
銀
の
政
府
勘

定
が
圧
倒
的
で
あ
る
事
、
②
抵
当
増
額
令
以
後
に
純
然
た
る
国
庫

金
（
御
用
預
金
十
御
用
手
形
。
第
2
表
備
考
④
参
照
）
は
減
少
す

る
が
、
当
座
預
金
・
拝
借
金
が
そ
れ
を
補
完
し
て
い
る
事
、
⑧
民

間
勘
定
で
は
八
年
六
月
以
降
に
当
座
預
金
減
少
・
定
期
預
金
増
加

の
傾
向
と
銀
行
券
流
通
高
と
振
出
手
形
が
逆
比
例
関
係
に
あ
る
事
、

が
看
取
さ
れ
る
。

螂



金札引換公債と国立銀行（11ア）
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一橘論叢 第八十八巻 第四号（118）

「半季実際考課状」

負 倣 （単位は円）

内　　　駅 明治6年下半季 ア、上 7．下 8．上 8．下 9．上

御用預金御用手形預金 5，172．2251，092．266 4－2ユ5．8063，4榊，215 1，991．982834，152 1．8η，5691，672，69冨 1，162Iア88　138．2“ 938．063199．6フ5

6，264－491 ア燭O，021 2，926－134 3。∬〇一26フ 1，301，052 1，137。フ38

政府　計』＝り　御月1当座預金借約兜預金　　拝脩金　　紙楠代り下金　　1日金銀紙幣引換元

28．325

990，OO0248，325

その他小計① 6．2砧，491 テ，鯛0，021 2，854．459 4■88，592 3，590．8鯛 2。ア32I053

紙幣流迦商② フ53，195 1，O02．9η 460，796 190，694 η9．2ア9 鍋3，634
　
　
当
度
預
金
人
振
出
手
形
（
手
形
類
〕
民
約
定
預
金
よ
別
段
預
金
り
定
燗
預
金

　
6
2
．
1
ア
6
　
2
3
6
．
0
4
9
2
．
1
ア
O
I
5
0
0
　
3
8
0
．
6
3
フ

4
1
9
．
6
8
4
2
フ
0
，
2
5
9
ユ
。
1
3
6
．
テ
6
5
4
1
5
．
2
ア
8

7
4
1
・
3
0
2
　
9
ユ
、
4
9
1
1
。
η
8
．
5
9
2
4
畠
3
。
畠
3
7

9
6
7
，
I
6
0
1
6
2
燭
8
　
3
．
1
0
0
1
9
，
7
6
5
仙
9
．
4
6
0

2
0
8
．
9
2
3
2
弘
。
1
8
4
1
8
0
．
O
D
D
5
0
．
9
4
3
3
2
7
．
9
η

3
9
L
6
9
3
6
9
6
．
4
8
9
　
1
．
3
0
6
2
8
．
1
1
5
6
6
ふ
1
3
9

借　言十③ 2。幽9，蝸2 2，301，986 3，095，212 1，602．343 1，032，027 1，780，742

代金取立手形仕払銀行手形
8
6
9
6
。
フ
8
2

99，065 330，219

　43417．524

仏ε22

その他小計 3，602，55ア 3，312，614 3，690，910 2，123，651 1，945■96S 2■Oア，200

僻鮒苦撚金）（④）本支店役貝より借他腐より脩純益金（下欄1ま別段救立金）〔参考〕櫛立金（「株主　よo脩」の一部）⑤

2
，
6
託
。
0
3
6
（
2
，
5
0
0
，
O
O
O
）
　
1
η
9
2
　
1
0
S
，
4
1
3
　
（
1
0
，
4
6
0
）
　
3
9
．
0
3
6

1
，
6
5
8
，
4
〃
（
1
，
5
0
0
，
0
0
0
）
　
　
6
，
0
フ
5
　
1
4
8
．
1
6
8
　
6
3
〃
ア

含　計 12，420，56ア 13．フ11，794 9，321．263 9．6ア4．4フ8 S，357，123 フ，251．9フ4

資　金 12，30ア、8∬ 13，496．258 8，9肌49ア 8，130．66ア 7．Oε5．118 5，818，697

　
史
料
的
制
約
も
あ
る
が
、
以
下
、

各
行
別
に
第
一
国
銀
よ
り
み
る
と
、

①
低
当
増
額
令
以
後
も
総
資
金
の

五
割
前
後
を
国
庫
金
が
占
め
て
い

る
事
（
但
し
、
七
年
下
季
の
み
三

割
余
）
、
②
概
観
で
も
指
摘
し
た

と
同
様
に
、
八
年
以
降
に
純
然
た

る
国
庫
金
が
減
少
す
る
の
に
、
そ

れ
以
外
の
国
庫
金
が
増
加
し
て
い

る
事
（
但
し
、
第
一
国
銀
の
他
行

に
対
す
る
比
重
は
減
少
〔
第
－

表
〕
）
な
ど
が
看
取
さ
れ
る
（
第
2

表
）
。
こ
の
国
庫
金
の
萬
比
率
は
、

第
一
国
銀
が
、
①
当
座
預
金
・
定

期
預
．
金
は
一
口
百
円
以
上
（
六
年

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

八
月
一
日
付
営
業
広
告
）
と
、
あ

る
程
度
の
貨
幣
所
有
者
の
資
金
収

集
に
隈
定
し
て
い
た
事
、
②
且
つ

商
人
が
「
自
身
の
庫
中
」
を
銀
行

よ
り
安
全
と
し
（
『
銀
行
課
第
一
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（ユ19） 金札引換公債と国立銀行

第2表第1国立銀行の
雌　　　（単位は円〕

内　　　訳 明治6年下半季　　フ．上 ア、下　　　　8一上　　　　呂．下 9．上

政　紙幣低当公僚証暫
府
へ　預金低当公債証暫

貸　簿借金抵当紙幣

ユ・182・200　L500．OOO　1，500．000　1，500．000　900．000　900，000

ユOO・OOO　　1OO．000　　120．000　　　　　　870．419　1，042，仏6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　638，OO0　　　　　850，600

その他小計 1・2821200　1，600，OOO　1，620IOOO　1，500，OO0　2，408．453　2，792，446

　　並貸（貸付金〕

人為替貸
民　商葉元

へ府内書」引手形

貸当座預金貸越
　　期限過貸付金

　　公俊証審買入元

3，250，06S　　　　2．3フ3．480　　　　2，8ユ3，793

55己050　　　　　　1宮7．219　　　　　　297，816

118。ユ20　　　　　　754．077　　　　　　7ユ7，693

ユ，フ15，007　　　　ユ，419．531　　　　1，337．613

　18，419　　　　　　畠9．609

210，495

　　　　　　　　　　　　ユ301550

　　　　　　44．925　　　　　　62．028

　　　　　　24呂■99　　　　　292．658

782．995　　74，ア08　　33，199

小　計 31925＝2鎚　　3－314。η6　3、筥29．302　2，726．918　1，8η、5ア4　1，856，050

金有紙幣準衛本位貨幣

銀高預金抵当通貨

510．O00　　　　　　6アO．000　　　　　　307，5⑪O　　　　　　ユ2フ，500

　　　　　　　　　　　　229．530　　　　　　404，600

その他小計 7・Oア1・62ア　S・636コ棚　　3，709．727　4，539．924　3，O19．790　2，369，403

銀行所有物

補正勘定・他店へ貸

1411500　　160．533　　162，233　　ε61，88ア　1，O11，脚　　ユ58．387

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45．746　　　　　　39，416　　　　　　ア5，686

合　計 12・4201567　13・711，ア9斗　9，32ユ，263　9，674，4ア8　8，357．123　7，251，9フ4

　〔備老〕　1．　明治7年下半季より，「手形類」が「振出手形」，明治8年下半季より．「並貸」は単なる「貸付」I

　　　　　　r質物流込」の家作・r地所」とr営業用」の家作・地所・什器・はr銀行所有物」とたる。

　　　　　2・　明治ア隼下半季より，r商葉元」はr金銀有高」からr貨付金」或はr人民へ貸」，8年下半季より

　　　　　r地金銀」はr金銀有高」。r公債証奮買入元」はr人民へ貸」，貯蓄金・株金・滞貸抵当・利戻抵当・

　　　　　仕払未済割賦金・仕払未済利息抵当はr株圭より借」，仕払未済筑金抵当ほr本支店役負より借」，に

　　　　　仕訳されている。尚、公償証書買入元金は人民所菊公債の臓入の赦に「人民へ貸」に仕訳されている

　　　　　　が。究極的に1ま「政府へO貸」と壮る。第1表右欄の計算ては，これを「政府への貸」に含めている．

　　　　　3一明治7年上半季の純益15S，144円には，「前半季級込2ア，362円」が含まれている。

　　　　4．8年下半季では，「御用預金十御用振出手形」が。「金銀有高」の「御用預金」と一致しているので，

　　　　　　これか預り官金乃至その中核となろう。また，資金は。瞭本金（④）十稜立金（⑤）十預金（①十③）

　　　　　　十紙幣流通高（②）一てある。

　　　　5。告季の実際報告（＝三井文座』。フ16；『日本金融史資叶』明治・大正編，第3巻〕工O作成。

の以し期占でたく銀なと華の頁の族定た預次
未降え・め民事民行か’族大）k’期方金報
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橋論叢 第八十八巻 第四号　（120）
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匝
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習
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蟹
誌
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片
R
鐘
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畿
い
嚇
s
o
－
亀
｝
滅
”
o
寺
島
。

た
る
公
償
の
利
子
の
預
り
等
（
『
銀
行
課
第
一
次
報
告
』
一
〇
六

頁
）
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
事
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

　
第
二
国
銀
の
初
期
考
課
状
は
不
明
だ
が
、
第
四
国
銀
は
、
第
3

表
に
よ
る
と
、
①
八
年
下
季
以
降
（
即
ち
、
小
野
組
破
産
以
後
）
、

拝
借
金
を
合
む
国
庫
金
は
民
間
預
金
よ
り
多
い
事
、
②
預
金
（
特

に
当
座
領
金
）
は
少
な
く
て
小
野
組
破
産
以
降
は
滅
少
傾
向
に
あ

る
事
（
尚
、
こ
こ
で
の
別
段
預
金
に
は
、
資
本
金
超
過
分
一
．
六

万
円
が
含
ま
れ
る
〔
『
第
四
銀
行
百
年
史
』
一
〇
五
頁
〕
）
等
が
看

取
さ
れ
る
。
①
を
敷
術
す
る
と
、
既
述
の
如
き
三
井
組
に
代
わ
る

新
潟
県
為
替
方
就
任
を
国
庫
金
預
り
の
構
矢
と
考
え
が
ち
だ
が
、

当
初
は
預
金
の
官
民
区
分
を
し
て
い
な
か
っ
た
様
で
、
実
は
最
初

の
定
期
預
金
は
開
業
草
々
（
七
年
三
月
）
に
県
が
預
け
た
学
校
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

本
金
・
郡
中
予
備
金
二
・
五
万
円
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
七
年
四

月
九
日
制
定
東
京
支
店
規
定
の
四
項
に
「
県
庁
貢
金
引
請
取
扱
に
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一橋論叢 第八十八巻 第四号　（122）

第5表本店担保別貸付高
　　　（明治7年）

担　　保　　件数

囲畑・地券　　142

地所・家星　　60
公債・榛券　　7

米　　　穀　　69
綿　　　苧　　6

砂　　糖　　2
　蛾　　　　2
無　低　当　　16

そ　の　他　　11

合　　計　　315

金額（円）

70．245

33．054

10．880

1フ6．910

9．700

3．OO0

4．000

9．13ア

6．850

323．836

〔備考〕　『第四銀行百年史』61頁。

　
当
他

蛾
低
の

　
無
そ

機
に
陥
る
と
、
県
庁
よ
り
貢
米
買
講
の
特
権
を
与
え
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
こ

一
十
一
月
に
五
千
俵
を
売
却
す
る
。
こ
の
様
に
実
は
同
行
は
新
潟
県

為
替
方
の
機
能
を
一
部
遂
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
八
年
二
月
二

五
日
の
為
替
方
就
任
で
県
内
に
郡
中
納
金
取
次
所
を
設
置
し
て
府

県
方
を
独
占
す
る
と
共
に
、
新
潟
師
範
学
校
・
外
国
語
学
校
・
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

京
鎮
台
分
営
の
為
替
方
に
も
従
事
し
て
ゆ
く
。
第
五
国
銀
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
所
は
七
年
上
季
考
課
状
の
み
判
明
し
て
い
て
（
第

4
表
）
、
こ
れ
か
ら
は
、
①
預
金
は
大
阪
本
店
が
中
心
で
鹿
児
島

出
店
の
比
重
が
低
い
事
、
②
預
金
は
定
期
が
中
心
で
あ
る
事
な
ど

が
わ
か
る
が
、
国
庫
金
の
比
重
は
不
明
で
あ
る
。

　
所
で
、
該
行
の
資
本
金
は
「
主
と
し
て
鳥
津
家
の
山
資
」
（
『
鹿

児
島
県
史
』
第
三
巻
、
八
三
九
頁
）
だ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
定
期

付
、
東
京
手
配
分

第
一
銀
行
へ
示

＾
6
）

談
」
す
る
と
あ
り
、

既
に
新
潟
県
貢
金

取
扱
い
に
ポ
潜
手

し
て
い
た
事
が
わ

か
る
。
さ
ら
に
、

銀
行
券
還
流
で
危

　
　
　
　
七
年

預
金
の
大
半
（
八
・
八
万
円
）
も
同
家
が
大
阪
造
幣
局
に
依
頼
し

た
地
金
の
鋳
造
貨
幣
十
万
円
よ
り
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

七
年
三
月
に
は
島
津
家
両
邸
出
納
取
扱
方
の
み
な
ら
ず
、
鹿
児
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

県
庁
為
替
方
を
も
命
じ
ら
れ
る
。
以
後
、
該
行
は
旧
藩
札
交
換
方

（
七
年
十
月
）
・
陸
軍
省
為
替
（
八
年
一
月
）
・
同
県
賞
典
米
石
代

金
預
り
（
八
年
一
月
）
・
海
軍
省
鹿
児
島
製
造
所
為
替
方
（
九
年

一
月
）
等
に
従
事
し
て
ゆ
き
、
九
年
上
季
全
行
取
扱
い
国
庫
金
高

（
三
四
八
万
円
余
）
か
ら
第
一
（
二
七
三
万
円
余
）
・
第
四
国
銀
分

（
二
一
万
円
余
）
を
除
い
た
五
三
万
円
余
（
但
し
、
三
三
万
円
は

銀
行
券
低
当
借
入
れ
金
）
と
い
う
高
額
を
第
二
国
銀
と
共
に
扱
っ

て
い
る
（
前
掲
第
1
．
・
2
・
3
表
）
。

　
〈
資
金
運
用
〉
こ
こ
で
は
、
今
み
た
様
な
特
質
を
も
つ
資
金
が
、

ど
の
程
度
に
公
償
所
有
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
の

が
主
目
的
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
前
摺
第
－
表
よ
り
全
行
を
概
観
す
る
と
、
①
小
野
組
破

産
以
降
（
即
ち
、
八
年
上
季
以
降
）
、
民
間
勘
定
が
減
少
し
て
政
廠

勘
定
1
1
公
償
購
入
が
多
く
な
り
、
取
扱
い
国
庫
金
（
負
償
の
政
府

勘
定
）
に
対
す
る
こ
の
割
合
が
三
六
％
（
七
年
上
季
）
・
五
三
％

（
八
年
上
季
）
・
八
三
％
（
九
年
上
季
）
と
著
増
し
、
相
対
的
に
は

資
金
運
用
面
で
の
国
家
依
存
度
が
顕
著
化
し
て
い
る
事
、
②
民
間
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勘
定
の
中
心
た
る
貸
付
金
は
減
少
傾
向
に
あ
り
つ
つ
も
、
民
間
預

金
よ
り
多
い
事
（
但
し
、
九
年
上
季
を
除
く
）
、
③
人
民
は
銀
行

を
「
貸
付
所
」
と
み
て
い
た
事
も
あ
っ
て
（
『
銀
行
諜
第
一
次
報

告
』
八
九
頁
）
、
手
形
割
引
の
比
重
が
低
い
事
、
な
ど
が
わ
か
る
。

　
次
に
、
第
一
国
銀
を
前
摺
第
2
表
よ
り
み
る
と
、
銀
行
券
遼

流
・
金
融
梗
塞
下
の
八
年
下
季
・
九
年
上
季
に
は
政
府
勘
定
の
比

重
が
高
ま
り
、
そ
の
内
公
償
が
七
三
％
（
八
年
下
季
）
・
六
九
％

（
九
年
上
季
）
を
占
め
て
い
る
。
特
に
低
当
増
額
令
以
後
は
国
庫

金
抵
当
の
公
債
が
金
札
引
換
公
償
と
ほ
ぽ
匹
敵
す
る
か
（
八
年
下

季
）
或
は
上
廻
っ
て
い
る
（
九
年
上
季
）
。
し
か
も
、
七
年
上
～

八
年
上
季
に
計
上
さ
れ
る
公
償
証
書
買
入
元
七
〇
万
円
余
は
増
抵

当
分
の
充
当
の
み
な
ら
ず
、
売
買
益
取
得
を
見
込
む
も
の
を
も
か

な
り
含
む
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
含
め
た
公
債
費
と
貸
付
金
高
（
民

間
勘
定
の
中
心
）
を
比
較
す
る
と
、
ほ
ぽ
同
じ
か
（
七
年
上
季
）

或
は
前
者
が
後
者
を
上
廻
っ
て
い
て
（
八
年
・
九
年
上
季
）
、
小
野

組
破
産
後
は
資
金
の
主
運
用
先
が
貸
付
か
ら
公
償
（
諸
低
当
と
投

機
）
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
事
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
小
野
組
破
産

迄
は
「
地
券
米
穀
生
糸
木
綿
其
他
の
商
品
」
抵
当
貸
付
や
一
都
信

用
貸
を
行
な
い
つ
つ
も
、
「
公
償
証
書
の
抵
当
を
第
一
」
と
し
（
前

記
七
年
十
二
月
三
一
日
付
渋
沢
銀
行
改
革
案
）
、
破
産
後
は
信
用

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

貸
を
廃
止
し
て
「
普
通
の
貸
金
低
当
は
新
旧
秩
録
公
廣
証
書
洋
銀

又
は
金
銀
地
金
の
み
」
と
徹
底
さ
れ
る
（
但
し
、
荷
為
替
貸
付
の

増
加
も
企
図
さ
れ
る
〔
同
上
改
革
案
〕
）
。
即
ち
、
八
年
十
一
月
の

A
・
A
・
シ
ャ
ン
ド
と
大
阪
第
一
国
銀
支
配
人
ら
と
の
会
談
で
、

後
者
が
貸
付
担
保
は
「
重
に
是
（
公
償
－
筆
者
）
の
み
　
猶
亦
地

　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

金
銀
金
貨
に
て
も
」
と
返
答
し
て
い
た
様
に
、
公
信
用
浮
上
で
担

保
物
件
と
し
て
の
公
償
の
重
要
性
が
強
ま
る
。
確
か
に
八
、
九
年

以
降
は
荷
為
替
貸
付
（
群
馬
〔
八
年
〕
・
福
島
〔
九
年
六
月
十
七
日

紙
幣
寮
允
可
〕
と
の
生
糸
荷
為
替
、
陸
羽
地
方
と
の
米
穀
荷
為
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

〔
九
年
八
月
四
日
紙
幣
寮
尤
可
〕
等
）
及
ぴ
コ
ル
レ
ス
契
約
（
七

年
の
小
野
組
支
店
と
の
契
約
が
構
矢
。
小
野
組
破
産
後
、
こ
の
拡

充
に
努
め
、
長
崎
県
立
誠
会
社
、
山
梨
県
興
益
社
〔
八
年
〕
、
三

井
組
函
館
出
店
・
小
倉
及
び
仙
台
出
納
寮
出
張
所
〔
九
年
〕
等
と

　
＾
皿
）

契
約
）
等
で
業
務
拡
充
が
は
か
ら
れ
る
が
、
担
保
物
件
と
し
て
の

公
償
の
役
割
は
依
然
と
し
て
小
さ
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
国
銀
は
、
前
掲
第
3
表
に
よ
る
と
、
七
年
下
季
ま
で
は
資

産
高
に
占
め
る
貸
付
金
割
合
が
高
い
が
、
八
年
下
季
・
九
年
下
季

（
但
し
、
公
債
購
入
元
金
を
含
む
）
に
は
政
府
勘
定
“
公
償
が
貸

付
金
を
上
廻
っ
て
い
る
。
本
店
貸
付
内
訳
を
第
5
表
で
み
る
と
、

公
償
集
中
度
の
高
い
東
京
・
大
阪
に
本
支
店
を
も
つ
第
一
国
銀
と
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一橋諭叢 第八十八巻 第四号（124〕

は
異
な
り
、
公
償
担
保
貸
付
が
少
な
く
、
大
部
分
が
米
穀
・
地
券
・

不
動
産
担
保
貸
付
で
あ
る
（
但
し
、
八
年
度
以
降
は
不
明
）
。
第
五

国
銀
は
前
掲
第
4
表
に
よ
る
と
、
①
並
貸
高
と
政
府
勘
定
1
1
公
償

と
が
ほ
ぼ
匹
敵
し
て
い
る
事
、
②
投
機
的
売
買
益
を
ね
ら
う
公
償

購
入
に
一
・
一
万
円
余
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
事
な
ど
が
わ
か
る
。

前
者
の
並
貸
は
、
該
行
が
第
一
国
銀
同
様
に
大
阪
・
東
京
を
中
心

と
し
て
い
る
為
、
「
公
償
証
書
・
雑
穀
及
ひ
琉
球
物
産
等
を
低
当
」

　
　
　
　
　
　
＾
旭
）

（
七
年
上
季
考
課
状
）
に
す
る
と
さ
れ
る
所
が
留
意
さ
れ
る
。
後

者
に
関
し
て
は
、
七
年
春
に
第
五
国
銀
「
手
代
」
が
「
為
商
業
新

古
公
償
証
書
買
入
」
．
れ
る
ぺ
く
福
岡
県
に
出
張
し
、
十
一
月
頃
に

は
「
諸
口
々
手
附
金
差
入
追
々
取
纏
り
次
第
凡
壱
万
七
千
円
差
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
4
〕

入
用
」
（
七
年
十
一
月
二
六
日
付
渡
辺
福
岡
県
令
宛
同
人
書
簡
）

に
な
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

（
1
）
　
『
第
一
銀
行
史
』
上
巻
、
ニ
ニ
八
－
九
員
。

（
2
）
（
1
0
）
　
土
屋
喬
雄
『
シ
ヤ
ン
ド
ー
わ
が
国
銀
行
史
上
の
教
師
』
、

　
一
〇
二
頁
以
下
、
　
一
五
四
員
。

（
3
）
　
加
藤
俊
彦
「
第
一
国
立
銀
行
」
（
大
内
カ
等
編
『
国
立
銀
行
の

研
究
』
三
六
頁
）
。

（
4
）
　
第
十
四
・
三
六
回
考
課
状
が
原
司
郎
「
第
二
国
立
銀
行
覚
響
」

　
（
『
金
融
経
済
』
五
〇
号
）
に
紹
介
。
尚
、
同
行
に
就
て
は
原
司
郎

　
『
明
治
前
期
金
融
史
』
も
参
照
。

（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
　
『
第
四
銀
行
百
年
史
』
五
三
頁
、
五
八
頁
、

　
六
五
員
、
六
三
員
。
尚
、
同
行
に
つ
い
て
は
、
守
田
志
郎
『
地
圭
経

　
済
と
地
方
資
本
』
。
暉
峻
衆
三
「
第
四
国
立
銀
行
」
（
犬
内
カ
等
編

　
『
国
立
銀
行
の
研
究
』
）
と
い
う
労
作
が
あ
る
。

（
9
）
　
第
五
国
立
銀
行
編
『
沿
革
事
詰
』
（
伊
丹
正
博
「
第
五
国
立
銀

　
行
の
史
的
研
究
」
〔
『
九
犬
経
済
単
研
究
』
二
五
巻
一
一
号
〕
）
。
尚
、

　
同
行
に
就
い
て
は
、
古
川
常
深
「
明
治
初
期
第
五
国
立
銀
行
と
承
恵

　
社
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
」
秀
村
選
三
繍
『
薩
摩
藩
の
構
造
と
展
開
』

　
所
収
）
．
・
宮
本
又
次
『
五
代
友
厚
伝
』
二
三
五
員
以
下
、
等
を
も
参

　
照
。

（
u
）
　
九
年
七
月
十
六
目
付
半
季
考
課
状
・
十
年
一
月
七
目
付
半
季
考

　
課
状
（
『
日
本
金
融
史
資
料
』
第
三
巻
、
八
三
頁
）
。

（
1
2
）
　
『
銀
行
諜
第
一
次
報
告
』
二
二
四
員
、
八
年
七
月
十
一
日
・
九

　
年
一
月
十
一
目
・
九
年
七
月
十
六
目
付
各
半
季
考
課
状
（
『
同
上
書
』
、

　
六
二
頁
・
六
七
頁
・
八
二
頁
・
九
七
頁
）
。

（
1
3
）
（
1
4
）
　
『
圓
本
金
融
史
賞
料
』
第
三
巻
、
三
一
八
頁
、
四
二
二
頁
。

四
　
公
債
利
益
と
国
庫
金
運
用
益

　
こ
こ
で
は
、
公
償
利
益
（
公
債
利
子
・
公
債
売
買
益
の
外
に
、

公
債
担
保
貸
付
利
子
も
合
せ
て
よ
い
）
と
国
庫
金
運
用
益
（
各
種

国
庫
金
運
周
益
〔
但
し
、
算
定
困
難
〕
、
や
国
庫
金
取
扱
い
手
数

料
）
と
い
う
政
府
に
直
接
・
間
接
に
関
連
し
た
収
益
で
、
各
行
が
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（125）　金札引換公債と国立銀行

第6表第1国立銀行の収支状況

収入・支出の内訳 明治6年
下半季 7．上　　　アー下　　　8一上　　　8．下　　　9．上　　　9．下

　金札引換公債利
　足
公公僚利足

33．216

3，533

52．493

65．898

債　計 36－749 118．391　　　　　91，474 90．927　　　　　8フ，893 56．872　　　　　52，390

公債証書売貰利
益 24郷3 8．052　　　　　29．054　　　　　　6－644 34．94フ

小
　　　36■49
I計　　　　％
　　　（25．5）

142I674　　　　　91I4フ4

　　％　　　　％
（35，5〕　　　（28．8）

98，9フ9　　　　116，947

　％　　　　％
（29．卑）　　　　　　（28，9）

63．516　　　　　8孔33ア

　％　　　　％
（26，5〕　　　　　（23－6〕

貸金弄■」足

割引
手数料

地金売買利益

庫舗
講合料

交換打歩

交換にて利益

86，556
（60，2）

20，453

（14．2）

ユ46。η2
（36．6）

34■155

　（8．5）

　154

131，970
（41．6〕

　1．093
26，754

　（筍．4〕

4．738

　124

102，350
（30．4〕

　16033，39フ

　（9．9）

4．263

　213

ユ05，648
（261〕

　2化62，220

（15．3〕

7I155

50．629　　　　　　4．217　　　　　　4．354　　　　　　6．693

　21　　　　　　　　　　　　　　　　　453　　　　　　3，183

102，017
（42．6）

　52438，168

（15．9）

　1．617

　259

135，544
（36．6〕

　2。ユ82

1毛443
　（3．9）

　7，442

　ア44

15一一44　　　　　　8，4フ1

　3糾　　　2，876

合　計 10ア、019 231，731　　　　　ユ68，S96 1卑5．190　　　　　185．145 ユ581363　　　　1フ1，702

前半季繰越。前半季
燦越高抵当

2ア，362　　　　　56．706 91．592　　　　102．532 1ア，5アO　　　　110’フ06

総計（＾） 143．760 400．861　　　　317．080 335。フ68　　　　404，632 239．453　　　　369，753

支出総計（B）

内預金利息

　手数料

　交換打歩

　講合料

31，㎝7

1．68ア

242．7ユ7

96、ア10

9．305

48．354

9，OOO

181，229

楓650
　1。η9

227．355

79．624

2．594

2，Oフ9

266．067

90．590

11．785

4，652

125．937

50，524

フμ6
83．526

21ア。324

56．597

1．254

5，930

純益金（A＿B）

内別段穂立金

　当半季割賦金

　（1株当り配当金）

後半季繰込

112。フ12

11〃1
54，9ユ8

円銭
（2．25〕

27，362

158，144

ユ5，π6

81■250

（3．2占）

33〃5

ユ35．850

12100呂

棚，750

（2．75）

21，590

108．413

10．460

54．O00

　（3）

22，532

138．564

13I9ア9

103，500

〔5．ア5）

21．O跳

113．561

11．559

86，250

（5．75）

15，706

152．429

24．963

105，ooo

　（フ〕

22，465

〔備考〕 　（〕内の％は各｛対A比。単位肚円。

　純益金には，「諸役貝褒賞金」（6年下半季一19，161円〕，「前半季級越」（フ牢上半季一2ア，361円，

　7年下半季一33，500円，8年上半季一2i，420円〕が各々含まれている。尚，ア年上季の収入の合計は

401，カO円だか，原史料のままとLておいた。

3・各季のr利益金割合報告」（『三井文庫』・ア16；『日本金融史資料』明治・犬正繊第3巻）より作成。

扱あな季七が年、塵、は七利利てるつ
手るり・年貸下と公年息益収といま
数雫の九上付奮ほ償上よ．益’てず
料　公年　利にぼ利季り手の①第’（③債下季一自、は等益・な数大全6第
大国売季’を公しは八る料半季表一蔵庫買に八上償く貸年事・がをよ国
省金益は年廻利’付上’貸公通り銀
預取がか下り益八利季②付債じみに

るす得如
る　て何
の　し、　に

がた危
主の機
目　かに
的を対
で吟処
あ味　し
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一橋論叢 第八十八巻 第四号　（126）

第7表 第2国立銀行の株主勘定の内容

内　　　　訳 明治7隼下季　　　8．上 8．下

費本金（A）

純益金（B〕

割賦金（C〕

232－000

ユ9．442

14，50宮

250．OO0

10．628

　9．375

2501000

ユ5．631

12，750

B’A

C∫A

8．3％

6．2％

4．2

3．7

6．2

5．1

〔備考〕ユ．

　　　2．

単位は円。

原司郎『明治宙脇日本金融史』110頁より作成。

9．下

250．000

26．200

21．250

1O．4

8．5

9．上

250－OO0

27。鴉4

13，125

1o．9

5．2

第8表 第4国立銀行の収入・支出

内　　　　訳 明治7年上半季　　　7．下 8、上　　　　　9．下 9．上　　　　　9．下

本店益高

支店益葛

20．867

4I5鮎

2ア，フ31

5，193

25．248

4，155

小計（A） 25，4ユ2 32，925 29．404　　　　　　　40，654

内，推定公債利足 4，041 5．074　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．074 5，406

本店支出高

支店支出高
滞賃低当。或は創棄
費
當棄用の内，消却

6■44　　　　　　　　　　　　　　　　　16．366

1．455　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，7フフ

4，445　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ000

　　　　　　　　　　　　　66ヰ

121325

1．652

2．500

　500

計（B〕 12，“4 21，80フ ユ6．977　　　　　　13，852

純益金（A－B）　　　　　　6，199
内，本支店役員賞与
　金
　前半季繰込

　別段積立金

　　　　　　　　　　　4，500
　当半季割賦金　　　　　円銭
　　　　　　　　　　　（2．25）

　後半季繰込

12．766

　510
ユ。oア9

1．225

10，OOO

　（5〕

2，109

15，95ア

11，500

（5－75）

ユユ，118

　593
3．072

1．360

10，O00

　（5）

2，234

ユ2，42ア

　646
2．234

1．180

10，ooo

　（5）

2。畠33

26．802

　951
2，8μ

　561
25，6呂9

　（5）

　552

〔備考〕 1・推定公債利足は，紙幣艦当公償の半年利［3，600円〕に低当公倣の半分を利付〔新債4％。秩禄公

　彼8％の平均の6％〕として算定加算したもの目

2一　単位は円。

3．『目本金融史資料』明治・大正編。第3巻。263－276頁より作成。

金
の
み
で
七
年
低
当
増
額
令
以

後
も
一
年
に
三
万
円
）
を
大
部

分
と
す
る
手
数
料
が
九
年
上
季

迄
約
一
割
前
後
を
占
め
、
こ
れ

と
公
債
利
益
を
合
わ
せ
る
と
、

政
府
関
連
収
益
が
貸
伺
利
足
以

上
に
な
る
の
が
七
年
上
季
・
八

年
上
季
・
九
年
上
季
に
も
み
ら

れ
る
事
、
④
小
野
組
破
産
後
に

貸
付
利
足
は
減
少
す
る
が
、
国

庫
金
の
比
重
は
増
加
す
る
か
ら
、

貸
付
利
足
に
占
め
る
国
庫
金
運

用
益
も
増
加
す
る
だ
ろ
う
事
、

⑥
か
か
る
収
益
構
造
の
特
質
で
、

資
本
利
益
率
は
十
一
％
余
（
七

年
）
・
九
％
余
（
八
年
）
・
十
七

％
余
（
九
年
）
、
配
当
率
は
八

％
余
（
七
年
。
但
し
、
前
季
繰

越
を
合
む
）
・
九
％
余
（
九
年
。

同
上
）
・
十
二
％
余
（
九
年
）
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（127）　金札引換公債と国立銀行

と
「
好
調
」
で
あ
る
事
、
が
指
摘
し
得
る
。
不
良
貸
付
で
損
金
の

で
た
七
年
の
好
配
当
の
要
因
を
「
預
金
利
足
が
安
く
資
金
コ
ス
ト

　
　
　
　
　
＾
1
）

が
低
か
っ
た
こ
と
」
に
求
め
る
見
解
も
あ
る
が
、
実
は
既
に
こ
の

時
期
よ
り
〈
公
償
収
益
十
手
数
料
〉
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て

い
た
の
で
あ
る
。
銀
行
貸
付
の
低
利
益
が
政
府
関
連
収
益
に
よ
っ

て
補
填
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
銀
行
が
存
続
し
得
て
い
た
の
で
あ

る
。
危
機
的
状
況
下
で
公
償
収
益
の
み
で
貸
付
利
足
を
上
廻
っ
た

八
年
下
季
に
作
成
さ
れ
た
「
資
本
金
使
用
方
法
並
損
益
概
算
」

（
『
第
一
銀
行
史
』
上
巻
、
二
六
一
－
三
頁
）
は
か
か
る
収
益
構
造

を
端
的
に
浮
彫
り
に
す
る
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
、
質
金
三
百
万
円

を
一
年
間
運
用
（
諸
公
償
二
三
〇
万
円
と
貸
付
金
九
五
万
円
）
し

て
利
益
三
二
・
五
万
円
（
公
慣
元
利
収
入
十
七
・
七
万
円
十
国
庫

金
取
扱
手
数
料
四
・
一
万
円
十
貸
付
利
足
九
・
五
万
円
十
一
般
為

第9表 第5国銀利益金割

合（7年上季）

内　　　　訳 金額（円）

公債証暫利足

利足入

手数料

畠，950

15μ3
　357

収入計（A） 24，651

藷入費（B） 8．898

純益金（A－B） 15。フ52

内別段頼立金

　割賦金

　後半鰯繰込

1，5ア5

工2．000

2■1η

〔備考〕『日本金融史資料』明治・

　　　大正風第3巻。330一捌
　　　頁より作戒。

換
打
歩
等
一
・
二
万
円
）
を
あ
げ
、
支
出
十
四
・
二
万
円
と
貸
付

利
子
損
失
分
一
・
八
万
円
余
を
差
引
い
た
十
五
・
五
万
円
余
が
純

益
に
な
る
と
し
た
（
但
し
、
さ
ら
に
別
段
積
立
金
・
役
員
配
当
を

引
く
と
、
「
真
の
割
賦
金
は
年
八
分
以
内
た
る
へ
し
」
と
す
る
）
。

正
に
、
資
金
の
約
七
割
を
諸
低
当
と
投
機
と
し
て
の
公
償
に
運
用

す
る
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
の
公
償
利
益
（
総
高
の
五
割
余
）

と
手
数
料
が
利
益
の
七
割
強
を
占
め
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
前

記
渋
沢
改
革
案
は
高
準
備
率
で
「
銀
行
は
英
利
を
見
る
こ
と
能
は

ず
」
と
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
資
金
の
公
償
運
用
で
確
実

な
収
益
を
あ
げ
る
方
針
を
明
確
化
す
る
。
九
年
下
季
に
は
貸
付
利

足
が
著
増
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
銀
行
は
公
償
運
用
機
関
と
な
っ

て
延
命
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
命
過
程
で
諸
入

費
節
減
・
貸
付
損
失
削
減
で
「
真
の
割
賦
金
年
壱
割
」
実
現
を
期

そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
他
行
は
史
料
的
制
約
で
第
一
国
銀
ほ
ど
鮮
明
で
は
な
い
が
、
①

総
収
益
に
占
め
る
公
債
収
益
の
割
合
は
約
二
割
（
第
四
国
銀
。
但

し
、
推
定
。
第
8
表
）
二
二
割
余
（
第
五
国
銀
。
但
し
、
七
年
上

季
の
み
。
第
9
表
）
で
、
拝
借
金
で
「
一
時
の
急
」
に
対
処
し
得

た
と
し
た
所
で
「
銀
行
年
々
得
る
処
の
利
益
実
に
僅
々
」
（
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

六
月
十
九
日
付
得
能
宛
第
五
国
銀
嘆
願
書
）
と
い
う
貸
付
利
足
の
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低
滅
で
、
公
償
収
益
や
国
庫
金
手
数
料
の
比
重
は
高
ま
っ
た
は
ず

で
あ
り
、
八
年
以
降
は
「
確
笑
な
収
益
と
い
え
ぱ
－
・
・
：
金
札
引
換

公
債
証
書
の
利
子
の
み
」
（
『
第
四
銀
行
百
年
史
』
六
五
員
）
と
い

っ
て
も
よ
い
状
況
だ
っ
た
事
、
②
か
か
る
収
益
構
造
の
特
質
で
、

八
・
九
両
年
の
費
本
利
益
率
は
一
割
余
・
二
割
余
（
第
二
国
銀
。

第
7
表
）
と
、
特
に
九
年
は
第
一
国
銀
以
上
に
好
調
だ
っ
た
事

（
但
し
、
九
年
下
季
に
第
一
国
銀
と
同
様
に
貸
付
利
足
が
増
加
し

た
か
否
か
は
不
明
）
、
な
ど
が
指
摘
し
得
る
。

　
（
1
）
　
加
藤
前
掲
諭
文
（
前
掲
響
、
四
五
頁
）
。

　
（
2
）
　
『
公
文
録
』
大
蔵
省
伺
（
九
年
七
月
）
、
十
号
文
薔
。

、」’

括

　
以
上
の
検
討
よ
り
、
次
の
諸
点
が
要
約
的
に
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
開
業
前
後
の
公
償
納
付
手
続
の
転
倒
や
大
蔵
省
の
第

一
国
銀
の
準
備
金
内
容
へ
の
例
外
規
定
適
用
の
試
み
は
、
公
債
を

一
損
粁
に
設
立
さ
れ
る
免
換
券
発
行
銀
行
と
い
う
基
本
的
性
格
を

著
し
く
修
正
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
（
特
に
後
者
は
止
む
を

得
ず
と
し
て
）
加
え
ら
れ
た
（
或
は
企
図
さ
れ
た
）
草
創
期
の
銀

行
へ
の
保
謹
措
置
で
あ
っ
た
。
所
が
、
正
院
に
よ
る
後
者
の
却
下

は
、
国
立
銀
行
設
立
に
稜
極
的
だ
っ
た
小
野
組
の
国
庫
金
を
無
低

当
で
積
極
的
に
流
用
（
府
県
為
替
方
へ
の
積
極
的
進
出
と
連
動
し

つ
つ
）
す
る
要
因
と
な
る
。
故
に
、
危
機
的
状
況
が
進
展
す
れ
ぱ
、

次
に
み
る
如
く
、
高
準
傭
率
に
基
づ
く
利
益
憧
少
が
国
家
財
政
に

よ
る
補
完
の
必
要
を
深
め
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
を
、
国
立
銀

行
そ
れ
自
体
が
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
第
二
は
、
金
庫
直
管
と
な
る
前
に
小
野
組
・
島
囲
組
担

当
の
府
県
為
替
方
が
、
高
準
備
率
に
基
づ
く
利
益
僅
少
化
を
補
完
、

す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
大
蔵
省
保
謹
も
あ
っ
て
、
第
一
国
銀
・

第
二
国
銀
・
第
四
国
銀
（
後
二
者
は
各
一
県
宛
）
に
配
分
さ
れ
、

取
扱
い
国
庫
金
高
が
そ
の
限
り
で
増
加
し
、
小
野
組
破
産
に
よ
る

危
機
が
対
処
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
小
野
組
破
産
や
銀
行
券
還
流
に
よ
る
危
機
の
中
で
国

庫
金
が
増
加
し
て
資
金
枯
渇
を
補
完
す
る
と
共
に
、
金
札
引
換
公

債
利
子
が
銀
行
に
確
実
な
収
益
を
も
た
ら
し
、
そ
の
他
の
公
償
収

益
や
国
庫
金
手
数
料
を
も
加
え
る
と
、
貸
付
利
足
を
上
廻
る
時
期

が
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
考
課
状
に
よ
る
限
り
で

は
、
第
一
・
四
国
銀
の
国
庫
金
の
賢
金
（
或
は
負
償
）
に
占
め
る

割
合
が
高
く
（
但
し
、
取
扱
い
高
で
は
第
二
・
五
国
銀
も
決
し
て

低
く
は
な
い
事
を
解
明
）
、
八
・
九
両
年
に
は
公
債
費
が
貸
付
高

を
上
廻
り
、
第
一
国
銀
の
八
年
八
月
概
算
が
端
的
に
示
す
如
く
運
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用
対
象
（
諸
低
当
と
投
機
）
と
し
て
の
公
償
が
高
比
重
を
占
め
、

且
つ
特
に
第
一
国
銀
で
は
貸
付
担
保
と
し
て
も
公
償
が
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
た
（
こ
の
点
は
、
都
市
所
在
銀
行
で
あ
る
第
五
国

銀
も
同
様
）
。

　
一
般
に
小
野
組
破
産
に
よ
る
初
期
政
商
ら
の
信
用
失
墜
で
公
信

用
を
主
軸
と
す
る
国
家
財
政
の
役
割
が
増
大
す
る
中
で
、
た
だ
で

さ
え
高
準
備
率
で
利
益
僅
少
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
国
立
銀
行

は
、
銀
行
券
還
流
等
の
進
展
で
、
一
層
公
債
利
益
・
国
庫
金
手
数

料
と
国
庫
金
運
用
益
（
し
か
も
、
都
市
都
で
は
公
債
は
担
保
と
し

て
も
重
要
）
と
い
う
国
家
財
政
へ
の
依
存
を
深
化
さ
せ
る
事
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
窮
迫
し
た
国
家
財

政
自
ら
で
は
遂
行
し
得
ぬ
金
札
処
分
を
金
札
引
換
公
償
を
一
積
粁

と
す
る
国
立
銀
行
で
実
施
し
よ
う
と
し
た
当
初
の
方
針
は
、
周
知

の
設
立
行
数
の
僅
少
さ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
面
か
ら
も
困
難
と
な

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
改
正
国
立
銀
行
条
例
の
布

告
ま
で
は
、
国
立
銀
行
は
、
資
金
面
で
国
庫
金
に
依
存
し
て
い
た

に
と
ど
ま
ら
ず
、
運
用
面
で
も
公
償
に
依
存
す
る
事
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
、
延
命
し
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
犬
挙
講
師
）

　
　
〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
維
新
政
権
期
の
財
政
経
済
史
研
究
に
次
い
で
、

　
　
教
授
代
講
と
い
う
重
責
に
全
カ
投
球
し
つ
つ
、
現
在
筆
者
が
す
す
め

　
　
て
い
る
研
究
の
、
前
半
部
分
の
一
部
を
な
し
、
中
閥
部
分
の
一
部
は

　
　
社
会
経
済
史
挙
会
部
会
、
後
半
部
分
の
一
部
は
経
営
史
学
会
部
会

　
　
（
共
に
本
年
度
）
で
各
々
報
告
。
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